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ヴィーナステックジャパン株式会社の営業開始のお知らせ 

 

 

当社（本社：東京都千代田区 代表取締役 伊藤 秀博）と、北京啓明星辰信息技術股份有限公司

（英語社名：Beijing Venustech、本社：中華人民共和国北京市 法人代表者 王佳、以下「ヴィー

ナステック社」といいます。）グループとの合弁会社として設立予定でありましたヴィーナステック

ジャパン株式会社は、平成27年７月13日より営業を本格的に開始することとなりましたので、お知ら

せいたします。 

 

 記 

 

１．営業開始までの状況 

当社は、平成27年２月６日に「ヴィーナステック社との合弁会社設立基本合意のお知らせ」に

てお知らせしましたとおり、ヴィーナステック社グループとの合弁会社であるヴィーナステック

ジャパン株式会社（以下、「ヴィーナステックジャパン」といいます。）の設立手続きを進めてま

いりました。 

当初は、当社が51％、ヴィーナステック社グループが49％を出資しての合弁会社設立を予定し

ておりましたが、ヴィーナステック社グループからの出資に関しては、中国からの海外投資にあ

たるため、ヴィーナステック社が中国当局への海外投資認可を受けることが必要でありますが、

審査手続きに想定以上の時間を要しており、中国当局からの認可が得られるのは本年８月乃至９

月の見通しとなっております。 

そこで、当社とヴィーナステック社にて協議を重ねた結果、中国当局への審査申請においての

不備はなく、認可を待つだけの状態のため、日本国内における営業活動開始を優先するべく、一

旦当社の単独出資にてヴィーナステックジャパンの設立を行い、上述審査の認可が下り次第、ヴ

ィーナステック社グループへの第三者割当増資を実施することで、当初の出資比率に応じた合弁

会社とすることとし、平成27年５月15 日付で当社単独出資によりヴィーナステックジャパンを

設立いたしました。 

また、並行してヴィーナステック社から出向し、ヴィーナステックジャパンの代表者へ就任す

る者の商業登記手続きを進めましたが、その過程において上述の出資プロセスの変更や外国人役 



 

 

員の登記申請の書類取得等の影響により通常より時間を要しておりましたが、ようやくヴィーナ

ステックジャパンとしての営業ができる体制が整いましたので、平成27年７月13 日より営業活

動を本格的に開始することといたしました。 

 

２．今後の予定 

  上述のとおり、中国当局による海外投資認可が下り次第ヴィーナステック社側からヴィーナス

テックジャパンに対する出資を行い、当初計画どおりの合弁出資比率とする予定です。なお、当

面の運転資金につきましては、当社とヴィーナステック社双方で協議をしながら対応し、滞りな

く運営していく予定です。 

  今後、予定の変更等がございましたら、あらためてお知らせいたします。 

 

３．ヴィーナステックジャパン株式会社概要 

（１）商 号: ヴィーナステックジャパン株式会社（英文名：Venustech Japan Inc.）

（２）資 本 金: 459 万円（中国当局の認可が下り次第、ヴィーナステック社グループを

引受先とする第三者割当増資を実施し、900万円とする予定です。） 

（３）代 表 者: 代表取締役CEO 沈 杨（ヴィーナステック社から出向） 

代表取締役COO 淺野 浩志（当社から出向） 

（４）所 在 地: 東京都千代田区大手町１丁目７番２号 

（５）設 立: 平成27年５月 

（６）主な事業内容: ＵＴＭ（セキュリティ・アプライアンス）をはじめとするセキュリティ

商品の卸売り販売等 

 

 

以上 


